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2 　施工概要･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑯ -  1
3 　施工パッケージ･････････････ Ⅳ- 7 - ⑯ -  1

⑰　歩道橋（側道橋）架設工･････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  1
2 　施工概要･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  1
3 　機種の選定･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  2
4 　施工歩掛･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  2
5 　供用日数･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  6
6 　橋面舗装歩掛･･･････････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  6
7 　横断歩道橋側板工（裾隠し板，目隠し板）
　　･･･････････････････････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  7
8 　内訳書及び単価表･･･････････ Ⅳ- 7 - ⑰ -  8

⑱　鋼製橋脚設置工･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  1
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  1
2 　施工概要･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  1
3 　機種の選定･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  2
4 　アンカーフレーム架設工･････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  2
5 　鋼製橋脚地組工･････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  3
6 　鋼製橋脚架設工･････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  3



Ⅳ−7−①− ②  579②  579

7 　現場溶接工･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  4
8 　本締め工･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  5
9 　足 場 工･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  5
10　クレーンの運転日数･････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  5
11　内訳書及び単価表･･･････････ Ⅳ- 7 - ⑱ -  6

⑲　橋台・橋脚工･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -  1
⑲ - 1　橋台・橋脚工⑴････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -  1

1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -  1
2 　施工概要･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -  2
3 　施工歩掛･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -  2
4 　単 価 表･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -11

⑲ - 2　橋台・橋脚工⑵････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -13
1 　適用範囲･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -13
2 　施工歩掛･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -13
3 　単 価 表･･･････････････････ Ⅳ- 7 - ⑲ -14



Ⅳ−7−①− ②  580②  580



②  581②  581 Ⅳ−7−①−1



②  582②  582 Ⅳ−7−①−2

※計上にあたっては，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。

最新の市場価格とする。



②  583②  583 Ⅳ−7−①−3



②  584②  584 Ⅳ−7−①−4



②  585②  585 Ⅳ−7−①−5



②  586②  586 Ⅳ−7−①−6



②  587②  587 Ⅳ−7−①−7



②  588②  588 Ⅳ−7−①−8



②  589②  589 Ⅳ−7−①−9



②  590②  590 Ⅳ−7−①−10



②  591②  591 Ⅳ−7−①−11



②  592②  592 Ⅳ−7−①−12



②  593②  593 Ⅳ−7−①−13



②  594②  594 Ⅳ−7−①−14

「土木事業単価表（福島県土木部）基準単価」によるもの

とする。



②  595②  595 Ⅳ−7−①−15



②  596②  596 Ⅳ−7−①−16



②  597②  597 Ⅳ−7−①−17



②  598②  598 Ⅳ−7−①−18



②  599②  599 Ⅳ−7−①−19



②  600②  600 Ⅳ−7−②−1



②  601②  601 Ⅳ−7−②−2



②  602②  602 Ⅳ−7−②−3

４． 単　　価　　表

コード番号 Ｓ 6 0 0 0



②  603②  603 Ⅳ−7−③−1



②  604②  604 Ⅳ−7−③−2

２．登り桟橋及び沓座モルタルについては，土木工事標準積算基準［Ⅲ］についても参照のこと。

１．本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。



②  605②  605 Ⅳ−7−③−3



②  606②  606 Ⅳ−7−③−4



②  607②  607 Ⅳ−7−③−5



②  608②  608 Ⅳ−7−③−6



②  609②  609 Ⅳ−7−③−7



②  610②  610 Ⅳ−7−③−8



②  611②  611 Ⅳ−7−③−9



②  612②  612 Ⅳ−7−③−10



②  613②  613 Ⅳ−7−③−11



②  614②  614 Ⅳ−7−③−12



②  615②  615 Ⅳ−7−③−13



②  616②  616 Ⅳ−7−③−14



②  617②  617 Ⅳ−7−③−15



②  618②  618 Ⅳ−7−③−16



②  619②  619 Ⅳ−7−③−17



②  620②  620 Ⅳ−7−③−18

12．　合成床版工



②  621②  621 Ⅳ−7−③−19



②  622②  622 Ⅳ−7−③−20



②  623②  623 Ⅳ−7−③−21



②  624②  624 Ⅳ−7−③−22



②  625②  625 Ⅳ−7−③−23



②  626②  626 Ⅳ−7−③−24



②  627②  627 Ⅳ−7−③−25



②  628②  628 Ⅳ−7−③−26



②  629②  629 Ⅳ−7−③−27



②  630②  630 Ⅳ−7−③−28



②  631②  631 Ⅳ−7−③−29



②  632②  632 Ⅳ−7−③−30



②  633②  633 Ⅳ−7−③−31

13.



②  634②  634 Ⅳ−7−③−32

コード番号 Ｓ 6 0 1 0

コード番号 Ｓ 6 0 0 9

コード番号 Ｓ 6 0 1 1

コード番号 Ｓ 6 0 1 2



②  635②  635 Ⅳ−7−③−33

コード番号 Ｓ 6 0 1 2

コード番号 Ｓ 6 0 1 3

コード番号 Ｓ 6 0 5 0

コード番号 Ｓ 6 0 1 5



②  636②  636 Ⅳ−7−③−34

コード番号 Ｓ 6 0 1 6

コード番号 Ｓ 6 0 1 7

コード番号 Ｓ 6 0 1 8

コード番号 Ｓ 6 0 1 9



②  637②  637 Ⅳ−7−③−35



②  638②  638 Ⅳ−7−③−36



②  639②  639 Ⅳ−7−③−37



②  640②  640 Ⅳ−7−③−38

コード番号 Ｓ 6 0 2 0

コード番号 Ｓ 6 0 2 1

コード番号 Ｓ 6 0 2 2

コード番号 Ｓ 6 0 2 3



②  641②  641 Ⅳ−7−③−39

コード番号 Ｓ 6 0 2 4

コード番号 Ｓ 6 0 2 6



②  642②  642 Ⅳ−7−③−40

コード番号 Ｓ 6 0 2 7

コード番号 Ｓ 6 0 5 5

コード番号 Ｓ 6 0 5 6

コード番号 Ｓ 6 0 5 7

コード番号 Ｓ 6 0 5 8

コード番号 Ｓ 6 0 5 9



②  643②  643 Ⅳ−7−③−41

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

コード番号 Ｓ 6 0 4 1

コード番号 Ｓ 6 0 4 2

コード番号 Ｓ 6 0 4 3

コード番号 Ｓ 6 0 4 4

コード番号 Ｓ 6 0 4 5



②  644②  644 Ⅳ−7−③−42

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

（注）供用月数は小数第２位を四捨五入，第１位止めとする。

コード番号 Ｓ 6 0 4 6



②  645②  645 Ⅳ−7−③−43

18．



②  646②  646 Ⅳ−7−③−44

18

18



②  647②  647 Ⅳ−7−③−45

18



②  648②  648 Ⅳ−7−③−46

18



②  649②  649 Ⅳ−7−③−47

18

18



②  650②  650 Ⅳ−7−③−48

18



②  651②  651 Ⅳ−7−③−49

18



②  652②  652 Ⅳ−7−③−50

18



②  653②  653 Ⅳ−7−③−51

18



②  654②  654 Ⅳ−7−③−52

18



②  655②  655 Ⅳ−7−③−53

18



②  656②  656 Ⅳ−7−③−54

18



②  657②  657 Ⅳ−7−③−55

18

18



②  658②  658 Ⅳ−7−③−56

1
8



②  659②  659 Ⅳ−7−③−57

1
8



②  660②  660 Ⅳ−7−③−58

1
8



②  661②  661 Ⅳ−7−③−59

1
8



②  662②  662 Ⅳ−7−③−60

1
8



②  663②  663 Ⅳ−7−③−61

1
8



②  664②  664 Ⅳ−7−③−62

1
8



②  665②  665 Ⅳ−7−③−63

18



②  666②  666 Ⅳ−7−③−64

18



②  667②  667 Ⅳ−7−④−1



②  668②  668 Ⅳ−7−④−2



②  669②  669 Ⅳ−7−④−3



② 670② 670 Ⅳ－7－④－4

0.06

0.27

0.36

0.44

令和3年4月1日一部改正



② 671② 671 Ⅳ−7−④−5



②  672②  672 Ⅳ−7−④−6



②  673②  673 Ⅳ−7−④−7



②  674②  674 Ⅳ−7−④−8



②  675②  675 Ⅳ−7−④−9



②  676②  676 Ⅳ−7−④−10



②  677②  677 Ⅳ−7−④−11



②  678②  678 Ⅳ−7−④−12



②  679②  679 Ⅳ−7−④−13



②  680②  680 Ⅳ−7−④−14

４．



②  681②  681 Ⅳ−7−④−15



②  682②  682 Ⅳ−7−④−16



②  683②  683 Ⅳ−7−⑤−1

15

コード番号 ＳＰE 5 0 1



②  684②  684 Ⅳ−7−⑤−2



②  685②  685 Ⅳ−7−⑤−3

　　養生マット数量は，養生面積に対し割増率（10％）を考慮した数量を入力すること。

１．養生マットの標準使用量は，110m2/100m2（養生面積）とする。

コード番号 ＳＰE 5 0 5

コード番号 ＳＰE 5 0 6



②  686②  686 Ⅳ−7−⑥−1



②  687②  687 Ⅳ−7−⑥−2



②  688②  688 Ⅳ−7−⑥−3



②  689②  689 Ⅳ−7−⑦−1

※桁製作の型枠使用日数については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕を参照のこと。



② 690② 690 Ⅳ－7－⑦－2

1.5

9.3

令和3年4月1日一部改正



② 691② 691 Ⅳ－7－⑦－3

  

令和3年4月1日一部改正



②  692②  692 Ⅳ−7−⑦−4

６. 単　　価　　表

コード番号 Ｓ 6 0 6 9

コード番号 Ｓ 6 0 8 5



②  693②  693 Ⅳ−7−⑧−1



②  694②  694 Ⅳ−7−⑧−2



②  695②  695 Ⅳ−7−⑧−3

コード番号 Ｓ 6 1 0 1

コード番号 Ｓ 6 1 0 5



②  696②  696 Ⅳ−7−⑨−1



②  697②  697 Ⅳ−7−⑨−2



②  698②  698 Ⅳ−7−⑨−3



②  699②  699 Ⅳ−7−⑨−4



②  700②  700 Ⅳ−7−⑨−5



②  701②  701 Ⅳ−7−⑨−6



②  702②  702 Ⅳ−7−⑨−7



② 703② 703 Ⅳ−7−⑨−8



② 704② 704 Ⅳ－7－⑨－9

2.9 4.0

40

9.1 7.5

1.6 1.7 3.9 2.4

1.5

令和3年4月1日一部改正



② 705② 705 Ⅳ−7−⑨−10



②  706②  706 Ⅳ−7−⑨−11



②  707②  707 Ⅳ−7−⑨−12



②  708②  708 Ⅳ−7−⑨−13



②  709②  709 Ⅳ−7−⑨−14



②  710②  710 Ⅳ−7−⑨−15

（両側100ⅿ当り）



②  711②  711 Ⅳ−7−⑨−16



②  712②  712 Ⅳ−7−⑨−17



②  713②  713 Ⅳ−7−⑨−18

コード番号 Ｓ 6 1 2 0

コード番号 Ｓ 6 1 4 2



②  714②  714 Ⅳ−7−⑨−19

コード番号 Ｓ 6 1 2 2

コード番号 Ｓ 6 1 2 4



②  715②  715 Ⅳ−7−⑨−20

コード番号 Ｓ 6 1 4 4

コード番号 Ｓ 6 1 2 6

コード番号 Ｓ 6 1 2 7

コード番号 Ｓ 6 1 2 8



② 716② 716 Ⅳ−7−⑨−21

必要に応じて計上

コード番号 Ｓ 6 1 2 9

コード番号 Ｓ 6 1 3 1

コード番号 Ｓ 6 1 3 2



② 717② 717 Ⅳ－7－⑨－22

40

コード番号 Ｓ 6 1 3 4

コード番号 Ｓ 6 1 3 5

コード番号 Ｓ 6 1 3 9

コード番号 Ｓ 6 1 4 5

コード番号 Ｓ 1 9 1 1

令和3年4月1日一部改正



② 718② 718 Ⅳ−7−⑨−23

コード番号 Ｓ 6 1 4 1

コード番号 Ｓ 6 1 4 5

コード番号 Ｓ 6 1 4 5

コード番号 Ｓ 6 1 4 7



②  719②  719 Ⅳ−7−⑨−24

コード番号 Ｓ 6 1 4 6

コード番号 Ｓ 6 1 4 8



②  720②  720 Ⅳ−7−⑨−25

コード番号 Ｓ 6 1 4 9



②  721②  721 Ⅳ−7−⑨−26



②  722②  722 Ⅳ−7−⑩−1



②  723②  723 Ⅳ−7−⑩−2



②  724②  724 Ⅳ−7−⑩−3



②  725②  725 Ⅳ−7−⑩−4



②  726②  726 Ⅳ−7−⑩−5



②  727②  727 Ⅳ−7−⑩−6



②  728②  728 Ⅳ−7−⑩−7



②  729②  729 Ⅳ−7−⑩−8



②  730②  730 Ⅳ−7−⑩−9



②  731②  731 Ⅳ−7−⑩−10



②  732②  732 Ⅳ−7−⑩−11



②  733②  733 Ⅳ−7−⑩−12



② 734② 734 Ⅳ－7－⑩－13

0.3

1.6

1.4

1.8

40

令和3年4月1日一部改正



② 735② 735 Ⅳ−7−⑩−14



②  736②  736 Ⅳ−7−⑩−15



②  737②  737 Ⅳ−7−⑩−16



② 738② 738 Ⅳ－7－⑩－17

－ －

－ －

台

組グラウトミキサ・ポン
プ・ウインチ

(注)１．上表は、PC 橋片持架設工における１工事当り（作業車２台同時施工時）に使用する機種・数量を示して

おり、各機種の供用日数は、「13-2」により算定し、計上するものとする。 

商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は，発動発電機を計上する。 

２．PC 工の数量については、「13-1」による。  



② 739② 739 Ⅳ－7－⑩－18

13－１ ＰＣ工における緊張ジャッキ，緊張ポンプ，グラウトミキサ，グラウトポンプ，ウインチの台数は下表を

　　　標準とする。

グラウトミキサ 

・ポンプ・ウイン

チの組数 

(注) グラウトポンプ・ミキサ・ウインチ１組当りの内訳は，ポンプ２台とミキサ１台、
　　　ウインチ１台である。  

(注) グラウトポンプ・ミキサ・ウインチ１組当りの内訳は，ポンプ２台とミキサ１台、ウ

　　　インチ 1 台である。 



② 740② 740 Ⅳ－7－⑩－19

Ｃ：場所打桁架設工具供用日数＝片持架設用移動作業車据付・解体日数＋１×移動回数 

Ｄ：仮支承撤去日数 

また，各工程標準施工日数は，下表のとおりとする。 

作 業 種 別 

施 工 日 数 

作業車２台で同時

施工する場合 

作業者４台で同時

施工する場合 

柱 頭 部 施 工 101（23） 202（23） 

片持架設用移動作業車 

据 付 ・ 解 体 

据 付 19 38 

解 体 7 14 

１ブロック当り施工 13 

側 径 間 部 施 工 

Ｌ≦ 10 54 108（54） 

10 ＜Ｌ≦ 20 72 144（72） 

20 ＜Ｌ≦ 30 90 180（90） 

中 央 閉 合 部 施 工 37 

仮 支 承 撤 去 12 

(注)１．PC 工用機器（緊張ジャッキ・ポンプ，グラウトミキサ，グラウトポンプ，ウイン

チ）について，柱頭部工及び側径間部の日数は（ ）内の日数とする。 

２．柱頭部の施工延長は 12 ⅿを標準とする。 



② 741② 741 Ⅳ−7−⑩−20



②  742②  742 Ⅳ−7−⑩−21



②  743②  743 Ⅳ−7−⑩−22



②  744②  744 Ⅳ−7−⑩−23



② 745② 745 Ⅳ−7−⑩−24



② 746② 746 Ⅳ－7－⑩－25

40
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② 747② 747 Ⅳ−7−⑩−26



②  748②  748 Ⅳ−7−⑩−27

（注）供用月数は小数第 2位四捨五入，第 1位止めとする。

（注）供用月数は小数第 2位四捨五入，第 1位止めとする。

（注）供用月数は小数第 2位四捨五入，第 1位止めとする。

（注）供用月数は小数第 2位四捨五入，第 1位止めとする。



② 749② 749 Ⅳ－7－⑩－28

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要 

コ ン ク リ ー ト ブ レ ー カ 日 表 13.1 

空 気 圧 縮 機 〃 〃 

片 持 架 設 用 移 動 作 業 車 〃 〃 

片 持 架 設 用 移 動 作 業 車 改 造 費 台 持込み台数 〃 

場 所 打 桁 架 設 工 具 日 〃 

チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク 5ｔ吊 〃 〃 

主 桁 製 作 用 雑 器 具 〃 〃 

緊 張 ジ ャ ッ キ ・ ポ ン プ 〃 〃 

グラウトミキサ・ポンプ・ウインチ 〃 〃 

発 動 発 電 機 

排出ガス対策型 

（第１次基準値）

37/45kVA 

〃 〃必要に応じて計上 

諸 雑 費 式 1 13-3 

計 



②  750②  750 Ⅳ−7−⑪−1



② 751② 751 Ⅳ－7－⑪－2

0.9

0.6

3.8

0.06

170

令和3年4月1日一部改正



②  752②  752 Ⅳ−7−⑪−3



②  753②  753 Ⅳ−7−⑪−4



②  754②  754 Ⅳ−7−⑪−5



②  755②  755 Ⅳ−7−⑪−6



②  756②  756 Ⅳ−7−⑪−7

コード番号 Ｓ 6 1 6 0

コード番号 Ｓ 6 1 6 2

コード番号 Ｓ 6 1 6 4



②  757②  757 Ⅳ−7−⑪−8

コード番号 Ｓ 6 1 6 5

コード番号 Ｓ 6 1 6 6

コード番号 Ｓ 6 1 6 7



②  758②  758 Ⅳ−7−⑪−9



②  759②  759 Ⅳ−7−⑫−1



② 760② 760 Ⅳ－7－⑫－2

1.6

1.4

8.6

0.06

170

令和3年4月1日一部改正



② 761② 761 Ⅳ−7−⑫−3



②  762②  762 Ⅳ−7−⑫−4



②  763②  763 Ⅳ−7−⑫−5



②  764②  764 Ⅳ−7−⑫−6



②  765②  765 Ⅳ−7−⑫−7



②  766②  766 Ⅳ−7−⑫−8



②  767②  767 Ⅳ−7−⑫−9



②  768②  768 Ⅳ−7−⑬−1



② 769② 769 Ⅳ－7－⑬－2

1.0

0.8

5.0

0.5

160

令和3年4月1日一部改正



②  770②  770 Ⅳ−7−⑬−3



②  771②  771 Ⅳ−7−⑭−1



②  772②  772 Ⅳ−7−⑭−2



②  773②  773 Ⅳ−7−⑭−3



②  774②  774 Ⅳ−7−⑭−4



②  775②  775 Ⅳ−7−⑭−5



②  776②  776 Ⅳ−7−⑭−6



②  777②  777 Ⅳ−7−⑭−7



②  778②  778 Ⅳ−7−⑭−8



②  779②  779 Ⅳ−7−⑭−9



②  780②  780 Ⅳ−7−⑭−10

コード番号 Ｓ 6 1 9 0

コード番号 Ｓ 6 1 9 1

コード番号 Ｓ 6 1 9 2



②  781②  781 Ⅳ−7−⑭−11

コード番号 Ｓ 6 1 9 3



②  782②  782 Ⅳ−7−⑭−12



②  783②  783 Ⅳ−7−⑮−1



②  784②  784 Ⅳ−7−⑮−2



②  785②  785 Ⅳ−7−⑮−3



②  786②  786 Ⅳ−7−⑮−4



②  787②  787 Ⅳ−7−⑮−5



②  788②  788 Ⅳ−7−⑮−6



②  789②  789 Ⅳ−7−⑯−1

コード番号 ＳＰE 7 8 4



②  790②  790 Ⅳ−7−⑯−2

コード番号 ＳＰE 7 8 2

コード番号 ＳＰE 7 8 1



②  791②  791 Ⅳ−7−⑰−1



②  792②  792 Ⅳ−7−⑰−2



②  793②  793 Ⅳ−7−⑰−3



②  794②  794 Ⅳ−7−⑰−4



②  795②  795 Ⅳ−7−⑰−5



②  796②  796 Ⅳ−7−⑰−6



②  797②  797 Ⅳ−7−⑰−7



②  798②  798 Ⅳ−7−⑰−8

コード番号 Ｓ 6 2 0 9



②  799②  799 Ⅳ−7−⑰−9

コード番号 Ｓ 6 2 1 0

コード番号 Ｓ 6 2 1 2

コード番号 Ｓ 6 2 2 5



②  800②  800 Ⅳ−7−⑰−10

コード番号 Ｓ 6 2 2 6

コード番号 Ｓ 6 2 1 2

コード番号 Ｓ 6 2 1 4



②  801②  801 Ⅳ−7−⑰−11

コード番号 Ｓ 6 2 1 6

コード番号 Ｓ 6 2 2 2

コード番号 Ｓ 6 2 2 3

コード番号 Ｓ 6 2 2 1



②  802②  802 Ⅳ−7−⑰−12

コード番号 Ｓ 6 2 1 7

コード番号 Ｓ 6 2 1 8



②  803②  803 Ⅳ−7−⑱−1



②  804②  804 Ⅳ−7−⑱−2



②  805②  805 Ⅳ−7−⑱−3



②  806②  806 Ⅳ−7−⑱−4



②  807②  807 Ⅳ−7−⑱−5



②  808②  808 Ⅳ−7−⑱−6

11.



②  809②  809 Ⅳ−7−⑱−7



②  810②  810 Ⅳ−7−⑲−1

橋梁工⑲－２橋台・橋脚工（２）」を適用する。また，後打コンクリートについては，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕

を参照のこと。



②  811②  811 Ⅳ−7−⑲−2



②  812②  812 Ⅳ−7−⑲−3



② 813② 813 Ⅳ－7－⑲－4

0.6 (0.5)

1.6 (1.4)

0.5 (0.4)

1.3 (1.1)

0.2 (0.2)

0.06 (0.06)

0.7 (0.6)

1.9 (1.6)

0.6 (0.5) 0.4 (0.3)

1.4 (1.2) 1.1 (0.9)

0.2 (0.2)

0.06 (0.06)

0.6 (0.5)

1.6 (1.3)

0.5 (0.4)

1.3 (1.1)

0.2 (0.2)）

0.06 (0.06)

令和3年4月1日一部改正



② 814② 814 Ⅳ－7－⑲－5

110

令和3年4月1日一部改正



② 815② 815 Ⅳ－7－⑲－6

0.6 (0.5)

1.6 (1.3)

0.5 (0.4)

1.2 (1.1)

0.2 (0.2)

0.06 (0.06)

0.5 (0.4)

1.5 (1.3)

0.4 (0.3)

1.0 (0.9)

0.2 (0.2)

0.06 (0.06)

110

令和3年4月1日一部改正



② 816② 816 Ⅳ−7−⑲−7



② 817② 817 Ⅳ－7－⑲－8

1.9 (1.6)

0.6 (0.5)

1.5 (1.3)

0.5 (0.4)

0.06 (0.06)

0.2 (0.2)

1.0 (0.8)

2.7 (2.3)

0.7 (0.6)

0.6 (0.5)0.7 (0.6)

1.7 (1.5)2.2 (1.9)

0.2 (0.2)

0.06 (0.06)

1.0 (0.8)

2.5 (2.1)

0.6 (0.5)

1.6 (1.4)

0.2 (0.2)

2.0 (1.7)

0.06 (0.06)

令和3年4月1日一部改正



② 818② 818 Ⅳ－7－⑲－9

2.1 (1.8)

0.6 (0.5)

1.6 (1.4)

0.6 (0.5)

0.06 (0.06)

0.2 (0.2)

0.6 (0.5)

1.9 (1.6)

0.6 (0.5)

0.5 (0.4)

1.5 (1.3)

0.2 (0.2)

0.06 (0.06)

0.7 (0.6)

2.1 (1.8)

0.5 (0.4)

1.3 (1.1)

0.2 (0.2)

1.7 (1.4)

0.06 (0.06)

令和3年4月1日一部改正



② 819② 819 Ⅳ－7－⑲－10

110

令和3年4月1日一部改正



② 820② 820 Ⅳ－7－⑲－11

0.06

0.06

コード番号 Ｓ 6 3 0 0

コード番号 Ｓ 6 3 0 4

令和3年4月1日一部改正



② 821② 821 Ⅳ－7－⑲－12

110

0.06

コード番号 Ｓ 6 3 0 6

コード番号 Ｓ 1 9 1 1

令和3年4月1日一部改正



② 822② 822 Ⅳ－7－⑲－13

110

0.06

0.18

0.24

0.06

令和3年4月1日一部改正



② 823② 823 Ⅳ－7－⑲－14

0.06

コード番号 Ｓ 6 3 1 0

令和3年4月1日一部改正



Ⅳ−7−①− ② 824② 824
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